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１　人口と行政区域
(1)
(2)
（3）

２　沿　　　　　革

特定行政庁発足

建設部建築指導課が新設される。

課長以下13名・3係(庶務、審査、指導)

建築主事2名にてスタート

 (人口 213,943人 65,036世帯)

都市計画課から開発指導係移管、4係(管理、審査、指導、開発指導)となる。

職員数20名のうち任命建築主事4名

職員数22名

職員数24名

職員数25名

政令299号で建築基準法第4条第1項設置市となる。

 (人口 266,783人 93,419世帯)

建築基準法第69条の規定に基づき宮崎市建築協定条例を制定する。

(条例第33号)

建築確認申請手数料等、建築指導課扱いの手数料すべてを証紙収納から

現金収納とする。(金銭登録機による収納事務取扱要綱)

機構改革により都市整備部になる。

宮崎県より住宅金融公庫業務の再委託を受ける。

宮崎市開発指導要綱を制定する。

宮崎市中高層建築物に関する指導要綱を制定する。

宮崎市建築物に関する福祉環境整備指導基準を制定する。

人 口 と 世 帯 数

Ⅰ 建 築 行 政 の 組 織

大 正 13 年 4 月 1 日
643.67　ｋ㎡行 政 区 域 面 積

市 政 施 行

現　　　　　　　　　　在 世　　　　帯　　　　数現　　住　　人　　口

平 成 21 年 4 月 1 日 368,735 157,136
平 成 17 年 4 月 1 日 308,923 130,776

平 成 22 年 4 月 1 日 398,068 171,399
平 成 23 年 4 月 1 日 399,984 170,457
平 成 24 年 4 月 1 日 401,239 172,526
平 成 25 年 4 月 1 日 401,320 174,106

平 成 28 年 4 月 1 日 399,996

175,836
平 成 27 年 4 月 1 日 401,135 177,051
平 成 26 年 4 月 1 日 401,658

175,921
平 成 29 年 4 月 1 日 398,917 177,261

平 成 31 年 4 月 1 日 397,679
178,779平 成 30 年 4 月 1 日 398,360

H 2. 4. 1

　 3. 4. 1

　 4. 8. 1

 56. 4. 1

 56.10. 1

 58. 4. 1

 60. 4. 1

 62. 4. 1

 63. 4. 1

S48. 4. 1

〃

〃

180,275

〃

 52. 7. 1

 53. 7. 1

 54. 4. 1

〃

1



宮崎市建築物に関する福祉環境整備指導基準に基づく整備事例集を作成する。

高齢者住宅等建築相談所を設置する。

住宅用家屋証明事務を税務部資産税課へ移管する。

機構改革により開発指導係が都市計画課に移管。3係(管理、指導、審査)となる。

住宅金融公庫業務が住宅金融公庫と直接契約となる。

宮崎県よりハートビル法に基づく特定建築物の計画認定及び指導助言等の事務について

権限委任される。

宮崎県より優良住宅新築及び良質住宅新築の認定事務について権限委任される。

建築確認支援システム運用開始(ＦＤ受付)

職員数19名

機構改革により4係(管理、指導、建築審査、構造審査)となる。

宮崎市狭あい道路整備事業に関する要綱及び宮崎市狭あい道路整備助成金の交付に

関する要綱を制定する。

職員数23名(派遣職員1名及び嘱託職員1名を含む)

        〃 民間確認検査機関の県指定に伴い､(財)宮崎県建築住宅センターへ職員を1名派遣する。

職員数25名(派遣職員1名及び嘱託職員1名を含む)

機構改革により係名を変更する。(管理、指導、審査、検査)

        〃 職員数25名(派遣職員1名及び嘱託職員2名を含む)

建設リサイクル法による届出等に関する事務を開始する。

機構改革により6係(管理、指導、審査、検査、査察、建築福祉)となる。

職員数27名(派遣職員1名及び嘱託職員3名を含む)

宮崎市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱及び宮崎市木造住宅耐震化促進事業

補助金交付要領を施行。

佐土原町、田野町、高岡町と合併。

機構改革により7係(管理、指導、審査、構造審査、検査、査察、建築福祉)となる。

職員数26名(嘱託職員3名を含む)

職員数28名(嘱託職員4名を含む)

宮崎市災害危険区域内における住宅改築等事業補助金交付要綱を施行。

長期優良住宅認定事務を開始する。

清武町と合併。

機構改革により6係(管理、指導、審査、検査、査察、建築福祉)となる。

機構改革により5係(管理、指導、審査、検査、査察)となる。

職員数29名(嘱託職員5名を含む)

職員数30名(再任用職員1名、嘱託職員5名を含む)

機構改革により管理係を企画管理係とする。

機構改革により4係(企画管理、指導、審査、査察)となる。

職員数31名(再任用職員2名、嘱託職員5名を含む)

職員数29名(再任用職員2名、嘱託職員4名を含む)

職員数30名(再任用職員1名、嘱託職員4名を含む)

17.10. 1

〃

16. 4. 1

14. 5.30

5. 1. 5

5. 6. 1

7. 7. 1

9. 4. 1

〃

〃

〃

〃

〃

14. 4. 1

10. 4. 1

10.10. 1

12. 4. 1

13. 4. 1

〃

24. 4. 1

25. 4. 1

〃

26. 4. 1

27. 4. 1

18. 1. 1

18. 4. 1

29. 4. 1

31. 4. 1

21. 6. 4

22. 3.23

〃

19. 4. 1

19.10.18

30. 4. 1
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３　機構と職員数(平成31年4月1日現在)

(1) 機　　　構

(2) 職　員　数

都市整備部

区 画 整 理 課

公 園 緑 地 課

指 導 係市 街 地 整 備 課

都 市 計 画 課

企 画 管 理 係 (係長は事務補佐が兼務)

嘱 託

主 任 技 師

主 事

技 師

開 発 指 導 課

企
画
管
理
係

―

1

審 査 係

査 察 係

主 任 主 事

景 観 課

建 築 指 導 課

1

区 分

課 長

課 長 補 佐 等

係 長 等

計

査

察

係

審

査

係

指

導

係

1

1

3

91

1

7(1)

2

12 2(1)

1

2

1

3 4

1

1

1

技術系23人

事務系  7人

3

3

1 2

※（　）内は再任用職員数

技術系2人 技術系3人 技術系5人 技術系10人

計

2 7

事務系0人

技術系3人

0

30(1)7

4

4

11(1)

事務系4人 事務系 1人 事務系0人事務系2人
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・特定建築物等の定期報告及び不適格建築物の報告に関すること

・建築物等の検査に関すること

・独立行政法人住宅金融支援機構の融資住宅の現場審査に関すること

・検査に伴う是正指導に関すること

　ること

・違反建築の指導及び処分に関すること

・建築物の防災査察及び被災建築物応急危険度判定に関すること

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の分別解体等の届出等に関す

・保安上危険な建築物等に対する措置に関すること

４ 事 務 分 掌

係 名

査 察 係

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関すること

・都市の低炭素化の促進に関する法律に関すること

・公開による意見の聴取及び建築審査会に関すること

・建築協定に関すること

・道路の位置の指定に関すること

　に係るものに限る)

・諸証明に関すること

・高齢者､障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関すること(建築物

事　務　分　掌

・建築指導行政に関する企画及び総合調整に関すること

・許可申請､確認申請その他届出等の受付に関すること

・許可書及び確認通知書の交付に関すること

・建築計画概要書の閲覧に関すること

・建築物の耐震改修の促進に関する法律に関すること

審 査 係

　るものを除く)

指 導 係

企画管理係

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること

・独立行政法人住宅金融支援機構からの受託業務に関すること

・課内の庶務及び課内の他係に属さないこと

・許可申請及び認定申請の処理に関すること

・建築物等の統計に関すること

・がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること

・優良住宅認定申請の処理に関すること

・宮崎市福祉のまちづくり条例に基づく事前協議等に関すること(他課の所管に係

・建築確認申請等の審査の処理に関すること

・計画通知の処理に関すること

・建築物における駐車施設の附置に関すること
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１　手数料収納状況

 件数  金　額  件数  金　額  件数  金　額  件数  金　額  件数  金　額  件数  金　額  件数  金　額  件数  金　額  件数  金　額

4月     44     824,000      1               -      1        49,000     23      475,000      7      372,000      1      120,000     29      202,000       82        24,600     188    2,066,600

5月     33     548,000      2        56,000     38      925,000      7      432,000     38      284,000       85        25,500     203    2,270,500

6月     43     749,000      4        22,000      5      161,000     32      668,000      8      351,000     32      224,000     119        35,700     243    2,210,700

7月     47     773,500      1               -      2        56,000     41      865,500      6      165,000     48      336,000       81        24,300     226    2,220,300

8月     45     759,000      1        28,000     24      784,500      7      231,000      1      120,000     31      257,000       79        23,700     188    2,203,200

9月     61   1,370,000      7        86,000      3        84,000     38      789,000      6      165,000     35      244,000       83        24,900     233    2,762,900

10月     47     791,000      1               -      3      105,000     43      933,500      6      312,000      2      240,000     46      341,000       97        29,100     245    2,751,600

11月     38     658,000     38      759,000      3      226,000      2      240,000     46      340,000     108        32,400     235    2,255,400

12月     39     652,000      7        79,000     43      909,000      8      264,000      1      120,000     47      349,000       63        18,900     208    2,391,900

1月     44     907,000      3               -      1        28,000     29      758,000      7      405,000     43      313,000     107        32,100     234    2,443,100

2月     40 711,000         5 344,000     2     56,000       41    864,500     9     819,000     1     120,000     42    354,000     101    30,000           241    3,298,500

3月     40 696,000         1 20,000       63    1,516,500   7     492,000     33    231,000     106    31,800           250    2,987,300

合計   521 9,438,500      30 551,000         20 623,000       453 10,247,500     81 4,234,000        8 960,000       470 3,475,000     1,111 333,000       2,694  29,862,000

6

6

建築設備

0

0

4

4

工作物

33

30

検査済証交付

 中間検査済証交付

適合通知

計画通知受理

3

3

20

20

0

0

17

8 0 2 7 17

8 0 2完了検査申請

中間検査申請 0 0

0 0 0 0 0

7

23

0 0 0

11 0 4 8

20

総数
小計

事務内容

9 0 3 8

１号 ２号

許可申請

２　計画通知事務処理件数
建　　　　　築　　　　　物

合計仮使用申請

5

３号 ４号

Ⅱ　建築行政歳入決算状況

確認申請 計画通知 中間検査申請 完了検査申請
認定申請及び認定

取消申請
各種証明



確 認 申 請 受 理 件 数 1,787 1,943 1,912 2,026 2,146 1,979 2,004 2,079 2,090 2,000

（ 指 定 確 認 検 査 機 関 ） (907) (908) (972) (1,117) (1,222) (1,277) (1,460) (1,518) (1,578) (1,479)

確 認 申 請 通 知 件 数 1,810 1,932 1,877 2,032 2,143 1,978 2,001 2,064 2,166 2,047

（ 指 定 確 認 検 査 機 関 ） (915) (909) (949) (1,113) (1,229) (1,277) (1,453) (1,513) (1,649) (1,532)

計 画 通 知 件 数 76 59 49 58 54 48 40 29 20 30

適 合 通 知 件 数 78 58 46 64 52 46 39 28 19 33

中 間 検 査 申 請 件 数 27 34 34 39 49 46 47 45 33 34

（ 指 定 確 認 検 査 機 関 ） (2) (3) (5) (7) (13) (13) (17) (13) (11) (14)

中 間 検 査 済 証 交 付 件 数 26 36 34 39 49 46 46 46 33 34

（ 指 定 確 認 検 査 機 関 ） (2) (3) (5) (7) (13) (13) (17) (13) (11) (14)

完 了 検 査 申 請 件 数 1,703 1,725 1,803 1,801 1,941 1,785 1,871 1,827 1,879 1,797

（ 指 定 確 認 検 査 機 関 ） (796) (810) (865) (938) (1,042) (1,154) (1,303) (1,352) (1,412) (1,344)

検 査 済 証 交 付 件 数 1,715 1,716 1,745 1,781 1,917 1,775 1,883 1,815 1,837 1,805

（ 指 定 確 認 検 査 機 関 ） (799) (805) (813) (941) (1,040) (1,153) (1,307) (1,348) (1,372) (1,359)

仮 使 用 認 定 件 数 7 7 10 16 5 6 4 12 9 8

中 高 層 建 築 物 計 画 届 出 件 数 41 53 87 94 91 99 81 79 69 64

建 築 審 査 会 開 催 件 数 7 8 5 7 12 12 8 8 11 9

公 開 聴 聞 会 開 催 件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

建 築 物 例 外 許 可 件 数 39 51 35 40 48 64 55 53 74 58

仮 設 建 築 物 許 可 件 数 16 31 13 18 15 26 14 18 16 20

第42条第1項第4号道路指定件数 12 0 2 4 19 0 0 3 2 1

道 路 位 置 指 定 件 数 8 8 11 12 13 9 11 4 4 4

災 害 危 険 区 域 認 定 件 数 4 9 7 4 11 4 9 13 9 5

第 43 条 第 2 項 第 1 号 認 定 件 数 - - - - - - - - - 6

一 団 地 認 定 件 数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

全 体 計 画 認 定 件 数 1 2 2 0 0 0 0 2 3 3

高 さ 制 限 の 緩 和 認 定 件 数 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1

駐 車 場 施 設 附 置 届 出 件 数 4 4 5 8 7 6 5 7 9 9

耐 震 改 修 の 計 画 認 定 件 数 0 8 3 0 2 5 7 20 27 0

H30H26 H27 H28 H29

Ⅲ 建 築 行 政 統 計

１　建築行政統計年度別総括表

H21 H22 H23 H24 H25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
統計名
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1 号 2 号 3 号 4 号 小 計

561 109 2 36 350 497 28 36
1,519 99 15 205 1,150 1,469 21 29
2,080 208 17 241 1,500 1,966 49 65

512 109 3 21 327 460 28 24
1,578 74 13 156 1,279 1,522 29 27
2,090 183 16 177 1,606 1,982 57 51

521 90 2 22 356 470 27 24
1,479 95 13 128 1,197 1,433 32 14
2,000 185 15 150 1,553 1,903 59 38

497 265 8 43 81 33 16 51
1,468 1,223 16 107 54 8 11 49
1,965 1,488 24 150 135 41 27 100

460 255 11 48 63 21 9 53
1,522 1,292 14 86 72 6 18 34
1,982 1,547 25 134 135 27 27 87

470 254 15 30 80 24 10 57
1,433 1,196 16 103 75 14 6 23
1,903 1,450 31 133 155 38 16 80

497 43 2 112 338 2
1,468 23 0 268 1,175 2
1,965 66 2 380 1,513 4

460 37 3 95 324 1
1,522 19 1 231 1,266 5
1,982 56 4 326 1,590 6

470 39 3 99 329 0
1433 23 0 284 1,125 1
1,903 62 3 383 1,454 1

497 373 107 0 17
1,468 1,404 63 0 1
1,965 1,777 170 0 18

460 346 94 0 20
1,522 1,456 62 0 4
1,982 1,802 156 0 24

470 371 82 0 17
1,433 1,397 30 0 6
1,903 1,768 112 0 23

579 537 4 27 2 0 0 9
34 32 0 2 0 0 0 0
48 40 0 8 0 0 0 0

153 129 2 12 6 2 0 2
310 257 3 21 15 6 2 6
235 148 11 31 28 3 0 14
12 4 0 3 5 0 0 0
51 20 1 5 17 5 0 3
43 7 4 1 24 1 0 6
67 35 0 12 14 2 0 4
12 6 0 3 1 0 2 0
4 0 0 0 3 1 0 0

355 235 6 8 40 18 12 36
1,903 1,450 31 133 155 38 16 80

準工業地域

商業地域

近隣商業地域

計

用途地域の指定のない地域

工業専用地域

工業地域

準住居地域

第二種住居地域

第一種住居地域

第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

倉 庫 車 庫
工 場
作 業 所

第一種低層住居専用地域

用　途　地　域 そ の 他総 数 専 用 併 住 共 住
事 務 所
店 舗

建 築 物
建 築 設 備

２ 年度別確認申請受理 件数

工 作 物年度 受理機関 総 数

H28

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

計

年度 受理機関

H29

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

計

H30

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

計

計

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

H28

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

計

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

H29

H30

計

総 数
工 場
作 業 所

そ の 他専 用 併 住 共 住
事 務 所
店 舗

倉 庫 ・ 車 庫

年度 受理機関 総 数
鉄 筋
コ ン ク リ ー ト 造

鉄 骨 ・ 鉄 筋
コ ン ク リ ー ト 造 鉄 骨 造 木 造 そ の 他

H28

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

計

H29

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

計

増 築 改 築 そ の 他

H30

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

計

年度 受理機関 総 数 新 築

H28

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

計

H29

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

計

H30

宮 崎 市

指 定 確 認 検 査 機 関

計

用
途
地
域
別
※
指
定
確
認
検
査
機
関
を
含
む

法
区
分
別

用
途
別

構
造
別

工
事
種
別
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３　長期優良住宅認定申請事務処理件数

４　違反建築物取扱件数

違
反

是
正

違
反

是
正

違
反

是
正

違
反

是
正

違
反

是
正

違
反

是
正

違
反

是
正

違
反

是
正

20 15 21 21 22 20 37 33 27 14 36 1 22 0 39 2

0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

1 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0

0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 3 1 1 3 3 12 7 6 2 31 6 18 2

22 15 48 32 44 31 60 51 59 27 83 13 88 16 112 10

1

0 3

6 3

0 0

0

0 0

00

0 0

0 0

0

11 10 5

1 0 01 1 2

210

0

0 3 0

0

01

9 2

10 25 0

0

31

14 4

4

3

2

00 0 0

3

0

612

0 0

3

1

141

1 5 0 41 0 0 0

36条

9 3 9
36条

5

0 0

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地

56条

54条
域 内 の 外 壁 の 後 退 距 離

斜 線 制 限

0

0 0

0

43条

44条

計

61条
62条

そ の 他 －

防 火 地 域 ・ 準 防 火 地 域 内
の 建 築 物 の 構 造

構 造 耐 力 上 の 規 定

27条

容 積 率 制 限

敷 地 等 と 道 路 の 関 係

48条

53条

52条

道 路 内 の 建 築 制 限

用 途 地 域 内 の 建 築 制 限

建 ぺ い 率 制 限

及 び 外 壁 の 不 燃

避 難 施 設 等

防 火 構 造
耐 火 構 造 等

Ｈ30Ｈ29Ｈ27 Ｈ28

H28

6

法第
6条

内 装 制 限

22条
23条

35条

35条
の2

確 認 申 請 手 続

22 条 指 定 区 域 の 屋 根

（法第5条1項～3項）

変更認定申請

H26 H27

386 364

受理件数

認定件数

受理件数

認定件数

296

1 4

28

H30

375 422受理件数 297 386 364

H29

認定申請

6

（法第8条）

2

2 5

譲受人決定による変更

375

6

26 23 28 24

1 4

415

3 3

28 26 24

受理件数 7 0 1

※是正件数には、過年度の違反に対するものを含む

1 3

Ｈ24違反
該当
事項

Ｈ23

違 反 事 項

Ｈ25 Ｈ26

20条

（法第9条） 認定件数 23

3（法第10条） 認定件数 7 0

28

地位の継承

8



５　許可申請件数

６　道路位置指定件数

指
定

10 0 1 01 0 0 0廃 止 件 数 1 0 0

121.735m 0 0 121.735m

4

道 路 延 長 92.05m 34.82m 0.00m126.87m 72.22m 19.54m 0.00m 91.76m

4 4 0 0

4

件 数 3 1 0 4 3 1 0

4 4 0 0

7m以上 計

申 請 件 数 3 1 0 4 3 1 0

6m以上 計
4m以上
6m未満

5m以上
7m未満

H28 H29 H30

4m以上
5m未満

5m以上
6m未満

6m以上 計
4m以上
5m未満

5m以上
6m未満

H26 H27 H28

0

H29 H30

0

(73)

1

26

0

(31)

0

01

00 0 0

00

容 積 率 の 許 可

第1項

第2項
～14項

仮 設 許 可

高 さ の 許 可

用途地域内の許可 法第48条

前 面 道 路 の 許 可

法第52条第14項

敷地の位置の許可

総　　　　　数

法第59条の2第1項

法第56条の2第1項

法第85条第5項

日 影 の 許 可

総 合 設 計 の 許 可

00法第51条

許可事項 適用条文

法43条2項2号

法第44条第1項道 路 内 の 許 可

接道許可
（旧法第43条第1項）

1 0 0

(53)(54)(63)

0

法第55条第3項

0

0

0 0 0

0

0

0

法第52条第10項

0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 1 0 0

7990 69 71 90

0

26

0 0 0 0

14 18 16 21

9



７　定期報告対象建築物報告件数

１）特定建築物
年度 対象件数 受理件数

※１ 対象用途部分の床面積合計が２００㎡以下又は対象用途部分が避難階のみのものを除く。

※２ 「老人福祉法」第５条の２第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供するもの。

※３ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第５条第１７項に規定する共同生活援助事業の用に供するもの。

２）昇降機等定期報告状況
　①エレベーター

　②エスカレーター

　③遊戯施設

対　　　象　　　用　　　途 規模又は階（いずれかに該当するもの）

ホテル、旅館

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、ス
キー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場（い
ずれも学校に附属しないもの）

①３階以上の階（合計床面積１００㎡超）にあるもの
②２階の床面積が３００㎡以上であるもの
③地階（合計床面積１００㎡超）にあるもの

①３階以上の階（合計床面積１００㎡超）にあるもの
②床面積が２，０００㎡以上であるもの

①３階以上の階（合計床面積１００㎡超）にあるもの
②２階の床面積が３００㎡以上であるもの
　 （病院、有床診療所にあっては、その部分に患者
　　の収容施設があるものに限る。）
③地階（合計床面積１００㎡超）にあるもの

H28 73 41

劇場、映画館、演芸場
観覧場（屋外観覧場を除く）、公会堂、集会場

①３階以上の階（合計床面積１００㎡超）にあるもの
②客席の床面積が２００㎡以上のもの
③地階（合計床面積１００㎡超）にあるもの
④主階が１階にないもの（劇場、映画館、演芸場に限る）

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、
ダンスホール、遊技場、待合、料理店、
飲食店、展示場、公衆浴場

①３階以上の階（合計床面積１００㎡超）にあるもの
②２階の床面積が５００㎡以上であるもの
③床面積が３，０００㎡以上であるもの
④地階（合計床面積１００㎡超）にあるもの

H29 H30

2,070 2,064 2,160

2,046 2,122報 告 件 数

H29 221 52

H28

99.1% 98.2%

2,007

報 告 す べ き 件 数

197 199 211

就寝用福祉施設
サービス付き高齢者向け住宅
認知症高齢者グループホーム　※２
障害者グループホーム　※３
助産施設、乳児院、障害児入所施設
助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、
更生施設、老人短期入所施設、
小規模多機能型居宅介護事業所、
看護小規模多機能型居宅介護事業所、
老人デイサービスセンター（宿泊サービスを提供する
もの）、養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
有料老人ホーム、母子保健施設、
障害者支援施設、福祉ホーム、
障害福祉サービス事業所（自立訓練又は就労移行
支援を行うもの）

H28 H29 H30

報 告 率 97.0%

報 告 件 数

報 告 す べ き 件 数

H30 182 118

病院、有床診療所、介護老人保健施設

190 190 202

96.5% 95.5% 95.7%

H28 H29 H30

報 告 率

5 5 5

報 告 件 数 5 5 5

報 告 す べ き 件 数

100.0% 100.0% 100.0%報 告 率
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・木造住宅耐震診断・改修補助事業
　　現行の耐震基準を満たしていない昭和５６年５月以前に建築された戸建木造住宅（併用住宅を含む）の所
　有者が実施する耐震診断、補強設計、改修に要する費用の一部を補助する。

※補強設計に対する補助は、平成27年度より開始。段階的改修に対する補助は、平成28年度より開始。

・民間特定建築物耐震診断補助事業
　　耐震改修促進法に定める民間特定建築物の所有者が実施する耐震診断に要する費用の一部を補助する。

・耐震対策緊急促進事業
　　耐震改修促進法の改正により、不特定多数の方が利用する大規模建築物の所有者は、耐震診断を実施
　し、その結果を所管行政庁に報告する義務が課せられた。そのため、その耐震診断に要する費用の一部を
　補助する。

※平成26年度は、平成27年度への繰越分1件（6,770千円）を含む。

・大規模民間建築物耐震補強設計補助事業
　　耐震改修促進法の改正により、不特定多数の方が利用する大規模建築物の所有者は、耐震診断を実施
　し、その結果を所管行政庁に報告する義務が課せられた。その耐震診断の結果から耐震改修工事を実施し
　やすい環境を整えるため、耐震補強設計に要する費用の一部を補助する。

※平成27年度は、平成28年度への繰越分4件（17,099千円）を含む。

0 0補助金額 － 19,165 0

0

Ｈ29

0

８　各種補助事業

5

Ｈ26 Ｈ27

1

【単位　件数：件　補助金額：千円】

【単位　件数：件　補助金額：千円】

件数

0

件数

Ｈ30

補助金額

0－

Ｈ28

件数 1

0

0 0

0

3,503

Ｈ27

4

0

補助金額 1,500

Ｈ26

18,370

【単位　件数：件　補助金額：千円】

【単位　件数：件　補助金額：千円】

Ｈ26

H26

Ｈ27

33

- 7

0

Ｈ28

1

1,500

Ｈ29

5

-

0

0

1,777        

-

3,750        

-

Ｈ28

600           

2,030        

H27

7

- 0

H28

102

Ｈ30

20

2,000        

9,585        

450           

1,074        

20

-

4,440        

700           

19

H30

34

6

6

補助金額

診断

補強設計

改修

段階的改修

診断

補強設計

改修

件数

段階的改修

1

5,493        1,836        

1

702           

H29

13

27

26

0

2,700        

13,935       

185           

Ｈ29

1

1,500

Ｈ30

-              
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・大規模民間建築物耐震改修補助事業
　　耐震改修促進法の改正により、不特定多数の方が利用する大規模建築物の所有者は、耐震診断を実施
　し、その結果を所管行政庁に報告する義務が課せられた。その耐震診断の結果から耐震改修工事を実施し
　やすい環境を整えるため、耐震改修に要する費用の一部を補助する。

・災害危険区域住宅助成事業
　　災害危険区域内に存する既存住宅等の所有者が、条例に定める建築制限に適合させるために実施する
　改修等の費用を一部助成する。

・福祉のまちづくり施設整備補助事業
　　福祉のまちづくり条例施行（平成13年4月1日）以前に建築された集会施設、物品販売施設など不特定
　多数の人が利用する施設を条例の整備基準に基づいて改修する工事費用の一部を補助する。

件数

Ｈ30

－

【単位　件数：件　補助金額：千円】

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

【単位　件数：件　補助金額：千円】

補助金額 － － 65,605 87,354

－ 3 4

135,778

4

【単位　件数：件　補助金額：千円】

件数 0 0

補助金額 0 0 0

00 0

0 0

Ｈ28 Ｈ29Ｈ26 Ｈ27

補助金額 1,096 601

2件数 2 2 2

673

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ30

1,579 0

0

Ｈ29

12



１　違反建築物防止週間事業

　（１）　実 施 日　　
　（２）　一斉公開パトロール実施結果

２　建築物防災週間事業

　（１）実施時期

上期　　平成30年8月30日～平成30年9月5日

下期　　平成31年3月1日～平成31年3月7日

　（２）一般市民への、防災に対する知識の普及、啓発活動

防災週間ポスターの庁舎・市民サービスコーナー等へ掲示

対象区域

0件 0件

2名

0件 0件0件 0件 0件

対象区域

0件

建

ぺ

い

率

違

反

確

認

表

示

未

掲

示

パ

ト

ロ

ー

ル

件

数

違

反

建

築

物

件

数

高

さ

・

斜

線

違

反

用

途

違

反

そ

の

他

計

      違反建築物件数

市内全域

無

確

認

件

数

道

路

関

係

違

反

12件 0件

平成30年10月15日（月）

Ⅳ そ の 他

計

市

建

築

指

導

課

市

消

防

局

宮

崎

県

建

築

士

会

宮
崎
県
建
築
士
事
務
所
協
会

宮

崎

県

建

築

協

会

宮
崎
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

労

働

基

準

監

督

署

動員車両 職員動員数

宮

崎

地

区

建

築

業

協

会

2名 2名 2名 2名0名 20名

　　　この事業は、国民一般に建築基準法の目的・内容について周知徹底を図るとともに違反建築物に対
　　して行政上、所要の措置を積極的に講ずることによって良好な市街地環境の形成及び建築物の質の
    向上に努める気運を高めることを目的とする。

　　　火災、地震、がけ崩れ等の災害による、建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間
　　を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法
　　令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的とする。

建 築 物

動 員

宮

崎

建

築

協

同

組

合

5名 4名

市内全域

1名

6台
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３　建設リサイクル法

対象建設工事の届出等件数

４　建設リサイクル一斉パトロール

　（１）　実 施 日　　　平成30年10月17日（水）

　（２）　建設リサイクル一斉パトロール実施結果
　
動　　員

17名

計

4名 2名 2名 1名 2名

宮

崎

労

働

基

準

監

督

署

796

2名

(

一

社

)

宮

崎

県

建

築

協

会

(

一
社

)

宮
崎
県

　
　
　
　
　
　
産
業
資
源
循
環
協
会

(

社

)

宮

崎

地

区

建

築

業

協

会

職　　員　　動　　員　　数

2名 2名

宮

崎

県

解

体

工

事

業

協

同

組

合

1,377

554 523

　　監視に重点を置きながら一斉パトロールを行う。また、あわせて建設リサイクル法に関するPRを積極的に
　　行うことにより、さらなる法の実効性を確保することを目的とする。

585540

1

712 687

市

環

境

保

全

課

　　　このパトロールは、建設リサイクル法に基づく分別解体及び再資源化等の適正な実施並びに石綿の適

対象区域

740

1

通 知 642

変 更 届 3

市内全域 5台

市

建

築

指

導

課

市

廃

棄

物

対

策

課

H29

動員車両

　　正な処理等について現地パトロールを強化し、特に法令遵守の徹底、無届出工事等の不適正な業者の

1,228 1,3551,326合 計 1,357

届 出 852

H30

5 2

　　　平成14年5月30日より「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」いわゆる建設リサイクル法
　　の施行に伴い、建築物の解体等にあたって分別解体等及び再資源化等が義務付けられ、事前の届出、
　　通知が必要となった。

H26 H27 H28
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５　中高層建築物に関する指導要綱　（平成3年4月1日施行）

（１）対象となる中高層建築物の規模（階数はいずれも地階を除く）

　③共同住宅、下宿又は寄宿舎の用途に供する建築物で次に掲げるもの
　　イ　地階を除く階数が5以上で、かつ、入居戸数が15戸以上のもの

　用途地域別

　建物用途別

3

H28

H29

6

5

9

48

1

0

36

H27

43

0

　　　　　　　　　　用途
年度

H26 60

共同住宅

47

H30

H29

H28

70

店　　　舗

0

1

0

5

学　　　校

70

0

事　務　所

79

二 工業

専用

準 調整準 近隣

※
商業

9914

合計
住居 商業 工業

一低 二低
中高 中高

工業

H26 0 6

住居 住居

一 二　　　用途

年度

一

　中高層建築物の建築にあたり、必要な指導を行うことにより、建築主等と近隣住民との間に生じる民事
的な紛争を未然に防止し、良好な近隣関係の維持向上と良好な居住環境の形成を目指す。

　①第1種、第2種低層住居専用地域内の建築物で、軒の高さが7ｍを超えるもの、又は地階を除く階数が
     3以上のもの（1戸建ての専用住宅を除く）
　②第1種、第2種中高層住居専用地域及び第1種、第2種住居地域、準住居地域、又は用途地域の指定
     のない区域内の建築物で高さが10ｍを超えるもの（1戸建ての専用住宅を除く）

　　ロ　地階を除く階数が3以上で、かつ、1住戸又は1住室当たりの床面積が概ね30㎡未満の入居戸数が
         10戸以上のもの

H27 1 9 80 021

0

5

07 1

0 2

5 0
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8 15
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2 2 7

24 0

0

7 7 0

10

16

10 82

9 1 0 6 10 21 0 8 2

69

7 0 0 6 5 19 1

8 7

00

20 1

7

11 1

そ　の　他

8126

合　　計

99

79

69

6418

21

22

（２）届出件数

※『調整』には都市計画区域外及び無指定区域（田野都市計画区域）を含む。

9

646 5H30

8

8

25

15



６　建築物等に関する福祉環境整備

　（１）特定施設新設等事前協議

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

　「宮崎市福祉のまちづくり条例」（平成13年4月1日施行）により、不特定多数の人々が利用する建築
物について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めることを義務づけてい
る。
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（２）高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）認定建築物

バリアフリー法認定件数

７　狭あい道路整備事業

狭あい道路整備事業実績

８　宮崎市建築審査会委員
平成３１年３月３１日現在

会 長

経　　　　　済 安 田 宏 士

建　　　　　築 佐 藤 徳 一

7

17

6980 73 60

45

29 23

40

　車いす使用者同士がすれ違える廊下の幅員の確保等、通常の整備基準を超える基準（建築物移動等円滑化
誘導基準）を満たす建築物の建築主等は、バリアフリー法による認定を受けることができる。その際、認定建築
物であるシンボルマークの表示等様々な支援措置を受けることができる。

　建築基準法では、4メートル未満の狭あいな道路に接して建築物を新築、増改築等を行うときには、道路の中心
線から2メートル以上後退して建てるよう規定されている。
　本市においては、宮崎市狭あい道路整備事業に関する要綱に基づき、建築確認申請書を提出する前に後退用
地の拡幅整備の方法などについて、建築主との間において事前協議を行う。

私　　　　道

寄附申出を受けた件数
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2 11
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0

H26

11197 89107
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2
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里道・農道

0
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0
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0 0 00
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0 0 0 0
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備              考

H26

0

金 融 機 関 施 設

集 会 施 設

社 会 福 祉 施 設

物 品 販 売 施 設

官 公 庁 舎

0

部　　　　　門 氏 名

建　　　　　築 越 山 明 典

行　　　　　政 下 登 義 克

法　　　　　律 山 崎 真一朗

公　衆　衛　生 河 野 豊

都　市　計　画 中 澤 隆 雄 会 長 代 理
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